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❖発破作業、あせらずあわてず確実に　　　　　　　　　　　❖気を抜くな　扱う相手は　火薬類

◉ 主要行事予定表　 ※ 新型コロナウイルス感染症対策のため、延期、中止の
可能性があります。

　　　　　　　　　　　  ホームページ等でも随時お知らせします。

開催年月日 主　要　行　事

令和5. 9.  3 甲種・乙種火薬類取扱保安責任者試験、
丙種火薬類製造保安責任者試験（知事試験）

 11.  6～ 7 甲種・乙種火薬類製造保安責任者試験（大臣試験）

◉  都道府県協会役員・事務局長異動（敬称略）
 　　  協　会　名 役　職 　　新

（一社）長野県火薬類保安協会 専務理事兼事務局長 小林　康成（令和５年８月就任）

福井県火薬類保安協会 事務局長 大川淳一郎（令和５年５月就任）

奈良県火薬類保安協会 会　　長 山辺　元康（令和５年５月就任）

奈良県火薬類保安協会 専務理事 藤澤　猛久（令和５年５月就任）

◉  産業火薬類の生産、出荷（販売）、在庫量（経済産業省生産動態統計
月報）は経済産業省のホームページ中の統計からご覧ください。

　URL　 https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/seidou/result/ichiran/08_seidou.
html#menu5

◉ 令和５年火薬類関係事故について（７月31日までに報告のあったもの）

総括表（取扱・種類別一覧表）

項　　　目 事故件数 死亡者数 負傷者数

取扱 種類別 件数 計 人数 計 人数（重−軽） 計

製 造 中
産 業 火 薬 1 ⎫

⎜
⎜
⎬
⎜
⎜
⎭

2
0 ⎫

⎜
⎜
⎬
⎜
⎜
⎭

0
0 − 0 ⎫

⎜
⎜
⎬
⎜
⎜
⎭

0 −1煙 　 火 0 0 0 − 0
が ん 具 煙 火 1 0 0 − 1

消 費 中
産 業 火 薬 2 ⎫

⎜
⎜
⎬
⎜
⎜
⎭

21
0 ⎫

⎜
⎜
⎬
⎜
⎜
⎭

0
0 − 0 ⎫

⎜
⎜
⎬
⎜
⎜
⎭

4 −3煙 　 火 15 0 4 − 3
が ん 具 煙 火 4 0 0 − 0

運 搬 中
産 業 火 薬 0 ⎫

⎜
⎜
⎬
⎜
⎜
⎭

0
0 ⎫

⎜
⎜
⎬
⎜
⎜
⎭

0
0 − 0 ⎫

⎜
⎜
⎬
⎜
⎜
⎭

0 −0煙 　 火 0 0 0 − 0
が ん 具 煙 火 0 0 0 − 0

貯 蔵 中
産 業 火 薬 0 ⎫

⎜
⎜
⎬
⎜
⎜
⎭

0
0 ⎫

⎜
⎜
⎬
⎜
⎜
⎭

0
0 − 0 ⎫

⎜
⎜
⎬
⎜
⎜
⎭

0 −0煙 　 火 0 0 0 − 0
が ん 具 煙 火 0 0 0 − 0

がんろう中
産 業 火 薬 0 ⎫

⎜
⎜
⎬
⎜
⎜
⎭

0
0 ⎫

⎜
⎜
⎬
⎜
⎜
⎭

0
0 − 0 ⎫

⎜
⎜
⎬
⎜
⎜
⎭

0 −0煙 　 火 0 0 0 − 0
が ん 具 煙 火 0 0 0 − 0

その他事故
産 業 火 薬 0 ⎫

⎜
⎜
⎬
⎜
⎜
⎭

2
0 ⎫

⎜
⎜
⎬
⎜
⎜
⎭

0
0 − 0 ⎫

⎜
⎜
⎬
⎜
⎜
⎭

0 −0煙 　 火 2 0 0 − 0
が ん 具 煙 火 0 0 0 − 0

合　 計
産 業 火 薬 3 ⎫

⎜
⎜
⎬
⎜
⎜
⎭

25
0 ⎫

⎜
⎜
⎬
⎜
⎜
⎭

0
0 − 0 ⎫

⎜
⎜
⎬
⎜
⎜
⎭

4 −4煙 　 火 17 0 4 − 3
が ん 具 煙 火 5 0 0 − 1

※ 詳細は、弊協会のホームページをご覧ください。

◉  令和５年度甲種及び乙種火薬類製造保安責任者試験の実施について
（官報公告の主要部分を掲載）

１．試験日時：令和５年11月６日（月）及び７日（火）午前10時開始

２．試験場所：東京都千代田区一ツ橋２−６−２

　　　　　　　日本教育会館（８階会議室）

　　　　　　　電話　03-3230-2831

３． 受験願書提出期限　 令和５年８月18日（金）から８月25日（金）まで（郵

送による場合は、簡易書留によることとし、締切日

当日の消印のあるものまで有効）

４．受験手数料　25,900円

５．受験願書の提出先

　　〒104-0032　 東京都中央区八丁堀４丁目13番５号　幸ビル８階 

公益社団法人　全国火薬類保安協会　電話　03-3553-8762

＊ 毎年、願書の提出期限が過ぎてから出願のお問い合わせがありますので、

提出期限にはよく注意してください。

◉ 令和５年度全国労働衛生週間に関する協力依頼について
　厚生労働省事務次官より、全国労働衛生週間に関する協力依頼がありました。
　本年度は、９月１日から同月30日までを準備期間、10月１日から同月７日まで
を本週間として、

｢目指そうよ二刀流　こころとからだの健康職場」
をスローガンとして、全国一斉に積極的な活動を行うこととされています。
　このうち実施者の実施事項は次のとおりです。
　実施者の実施事項
　〔全国労働衛生週間中に実施する事項〕
　　ア　事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視
　　イ　労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示
　　ウ　労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰
　　エ 　有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定し

た実地訓練等の実施
　　オ 　労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲

示、その他労働衛生の意識高揚のための行事等の実施
　〔準備期間中に実施する事項〕
　　下記の事項について、日常の労働衛生活動の総点検を行う。
　　ア　重点事項
　　　ア　過重労働による健康障害防止のための総合対策に関する事項
　　　イ 　「労働者の心の健康の保持増進のための指針」等に基づくメンタルヘ

ルス対策の推進に関する事項
　　　ウ　転倒・腰痛災害の予防に関する事項
　　　エ　化学物質による健康障害防止対策に関する事項
　　　オ　石綿による健康障害防止対策に関する事項
　　　カ 　「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に基づく受動喫

煙防止対策に関する事項
　　　キ 　「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に基

づく治療と仕事の両立支援対策の推進に関する事項
　　　ク 　「STOP! 熱中症　クールワークキャンペーン」に基づく熱中症予防対

策の推進に関する事項
　　　ケ 　「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に

基づく労働者の作業環境、健康確保等の推進に関する事項



く、未来への投資の拡大と構造的賃上げの実現に向けた新しい資本主義の取組を
加速させる。
　「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」及びそれを具体化する令
和４年度第２次補正予算、「物価・賃金・生活総合対策本部」で取りまとめたエ
ネルギー・食料品等に関する追加策、並びに令和５年度当初予算を迅速かつ着実
に実行しつつ、物価や経済の動向を踏まえ、今後も機動的に対応していく。
　賃金上昇やコストの適切な価格転嫁・マークアップの確保を伴う「賃金と物価
の好循環」へとつなげるとともに、人への投資、グリーン、経済安全保障など市
場や競争に任せるだけでは過小投資となりやすい分野における官民連携での国内
投資の持続的な拡大を図ること等により、成長力の向上と家計所得の幅広い増加
に裏打ちされた「成長と分配の好循環」の実現を目指す。
　日本銀行には、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、賃金の上昇を伴う形で、
２％の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。
　こうした取組を通じ、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起す
る成長戦力を一体的に進めつつ、デフレに後戻りしないとの認識を広く醸成し、
デフレ脱却につなげる。

　　　コ　小規模事業場における産業保健活動の充実に関する事項
　　　サ　女性の健康課題に関する事項
　　イ　労働衛生３管理の推進等
　　　ア 　労働衛生管理体制の確立とリスクアセスメントを含む労働安全衛生マ

ネジメントシステムの確立をはじめとした労働衛生管理活動の活性化に
関する事項

　　　イ　作業環境管理の推進に関する事項
　　　ウ　作業管理の推進に関する事項
　　　エ 　「職場の健康診断実施強化月間」（９月１日～９月30日）を契機とした

健康管理の推進に関する事項
　　　オ　労働衛生教育の推進に関する事項
　　　カ 　「事業場における労働者の健康保持増進の指針」等に基づく心とから

だの健康づくりの継続的かつ計画的な実施に関する事項
　　　キ　快適職場指針に基づく快適な職場環境の形成の推進に関する事項
　　　ク 　「副業・兼業の促進に関するガイドライン」に基づく副業・兼業を行

う労働者の健康確保対策の推進に関する事項
　　ウ　作業の特性に応じた事項
　　　ア　粉じん障害防止対策の徹底に関する事項
　　　イ　電離放射線障害防止対策の徹底に関する事項
　　　ウ 　「騒音障害防止のためのガイドライン」に基づく騒音障害防止対策の

徹底に関する事項
　　　エ 　「振動障害総合対策要綱」に基づく振動障害防止対策の徹底に関する

事項
　　　オ 　「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づ

く情報機器作業における労働衛生管理対策の推進に関する事項
　　　カ　酸素欠乏症等の防止対策の推進に関する事項
　　　キ 　建設業、食料品製造業等における一酸化炭素中毒防止のための換気等

に関する事項
　　エ　東日本大震災等に関連する労働衛生対策の推進
　　　ア 　東京電力福島第一原子力発電所における作業や除染作業等に従事する

労働者の放射線障害防止対策の徹底に関する事項
　　　イ 　「原子力施設における放射線業務及び緊急作業に係る安全衛生管理対

策の強化について」（平成24年８月10日付け基発0810第１号）に基づく
東京電力福島第一原子力発電所における事故の教訓を踏まえた対応の徹
底に関する事項

　　オ　業務請負等他者に作業を行わせる場合の対策

◉  景気は、緩やかに回復している。
　　− ７月の月例経済報告 −
　内閣府は26日、月例経済報告等に関する関係閣僚会議に「７月の月例経済報
告」を提出し、承認された。

（我が国経済の基調判断）
　景気は、緩やかに回復している。
　　・個人消費は、持ち直している。
　　・設備投資は、持ち直している。
　　・輸出は、底堅い動きとなっている。
　　・生産は、持ち直しの兆しがみられる。
　　・ 企業収益は、総じてみれば緩やかに改善している。企業の業況判断は、持

ち直している。
　　・雇用情勢は、このところ改善の動きがみられる。
　　・消費者物価は、上昇している。
　先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、
緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、世界的な金融引締め等が続く中、
海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価
上昇、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。

（政策の基本的態度）
　「経済財政運営と改革の方針2023」に基づき、30年ぶりとなる高い水準の賃上
げ、企業部門における高い投資意欲などの前向きな動きをさらに力強く拡大すべ

再 教 育 講 習

協会名 日程 開 催 地
大 阪 8 大 阪 市
沖 縄 15 石 垣 市
東 京 22 中 央 区

発 破 実 技 講 習

協会名 日程 開 催 地
東 京 14 八王子市
東 京 15 八王子市

保 安 手 帳 所 持 者
（ 産 火 ） 保 安 教 育 講 習

協会名 日程 開 催 地
鹿児島 7 鹿 屋 市
長 野 8 南箕輪村
滋 賀 8 米 原 市
大 阪 8 大 阪 市
長 崎 8 諫 早 市
鹿児島 8 鹿 屋 市
石 川 13 加 賀 市
三 重 13 伊 勢 市
広 島 13 広 島 市
山 口 13 萩 市
福 岡 13 久留米市
宮 崎 14 延 岡 市
静 岡 15 浜 松 市
京 都 15 舞 鶴 市
兵 庫 15 養 父 市
香 川 15 高 松 市
熊 本 15 大 津 町
大 分 15 津久見市
沖 縄 15 石 垣 市
岡 山 20 津 山 市
宮 城 21 仙 台 市
栃 木 21 日 光 市
山 形 22 新 庄 市
茨 城 22 笠 間 市
群 馬 22 前 橋 市
香 川 22 丸 亀 市
熊 本 22 山 都 町
長 崎 25 長 崎 市
兵 庫 27 たつの市
愛 媛 27 松 山 市
和歌山 28 田 辺 市
山 口 28 下 松 市
大 阪 29 高 槻 市
高 知 29 四万十市
熊 本 29 山 江 村

講 習 会 開 催 計 画 表
１．講習会開催計画表は、都道府県協会からの報告に基づき作成したものです。
２．講習会の確認及び細部計画は、各協会にお問い合せください。

９月講習会予定
従 事 者 手 帳 所 持 者
保 安 教 育 講 習

協会名 日程 開 催 地
広 島 6 府 中 市
鹿児島 7 鹿 屋 市
長 野 8 南箕輪村
滋 賀 8 米 原 市
大 阪 8 大 阪 市
香 川 8 高 松 市
長 崎 8 諫 早 市
鹿児島 8 鹿 屋 市
石 川 13 加 賀 市
三 重 13 伊 勢 市
広 島 13 広 島 市
宮 崎 14 延 岡 市
静 岡 15 浜 松 市
京 都 15 舞 鶴 市
兵 庫 15 養 父 市
熊 本 15 大 津 町
沖 縄 15 石 垣 市
岡 山 20 津 山 市
宮 城 21 仙 台 市
栃 木 21 日 光 市
山 形 22 新 庄 市
茨 城 22 笠 間 市
群 馬 22 前 橋 市
熊 本 22 山 都 町
長 崎 25 長 崎 市
岐 阜 26 恵 那 市
兵 庫 27 たつの市
愛 媛 27 松 山 市
和歌山 28 田 辺 市
福 岡 28 北九州市
大 阪 29 高 槻 市
熊 本 29 山 江 村

保安手帳所持者（総合）
保 安 教 育 講 習
協会名 日程 開 催 地
広 島 13 広 島 市

建設用びょう打ち銃講習

協会名 日程 開 催 地
愛 知 末迄 自宅学習


